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                                 第    号 

                            令和  年  月  日 

 

             殿 

                           国 税 局 長 

                           沖縄国税事務所長 

 

            国税局所管酒類製造場等の指定解除通知書 

 

 税  目 酒  税  

酒類製造者       
住所又は所在地   

氏名又は名称         

酒類製造場等 
所 在 地         

名     称  

                  国 税 局        
   上記の酒類製造場等については、       所管の酒類製造場等としての指 
                  沖縄国税事務所 
 
  定を解除し、当該酒類製造場等から移出する酒類に係る酒税の課税標準の調査及び 
 
 
  検査については、令和  年  月  日以後所轄税務署において行うこととしま 
 
 
  したから、通知します。 
 
                       国 税 局        
   なお、所轄税務署長に対し提出する書類で、       所管であったため、 
                       沖縄国税事務所 
  国 税 局        
         保管用の写しの提出をお願いしていたものについては、今後は、そ 
  沖縄国税事務所 
 

  の写しの提出は必要ありません。 

  
 


